
62

〈
コ
ラ
ム
２
〉

天
守
台
の
設
計
変
更

原　

史
彦

五
種
類
の
計
画
図
面

　

名
古
屋
城
の
天
守
台
周
辺
は
、
縄
張
り
形
態
の
異
な
る
数
種
の
図
面
の
存
在
に
よ

り
、
築
城
過
程
で
幾
度
か
の
設
計
変
更
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
判
っ
て
お
り
、
現
状
と

同
様
の
江
戸
時
代
の
図
を
含
め
る
と
五
種
類
の
形
態
が
確
認
で
き
る
。

　

現
状
は
北
に
五
層
の
大
天
守
、
南
に
二
層
の
小
天
守
を
配
置
し
、
橋
台
で
連
結
し

て
い
る
。
小
天
守
北
側
の
登
り
段
か
ら
口
御
門
を
入
り
、
小
天
守
地
階
を
折
り
返
し

て
奥
御
門
よ
り
橋
台
を
渡
り
、
大
天
守
の
口
御
門
に
至
る
の
が
現
状
の
進
入
経
路
だ

が
、
当
初
の
計
画
は
大
天
守
の
西
側
に
も
開
口
部
が
あ
り
、
小
天
守
へ
は
南
側
の
登

り
段
を
経
て
西
側
の
口
よ
り
侵
入
す
る
案
が
考
え
ら
れ
て
い
た
。

　

形
態
の
変
遷
順
に
示
せ
ば
、
①
大
天
守
西
側
に
小
天
守
を
設
け
る
計
画
図
（「
な

こ
や
御
城
惣
指
図
」
中
井
正
知
氏
・
中
井
正
純
氏
蔵
）、
②
大
天
守
西
側
の
小
天
守

を
取
り
や
め
、
桝
形
を
築
く
計
画
図
（「
尾
陽
名
護
屋
城
図
」
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫

蔵
他
）、
③
大
天
守
西
側
の
桝
形
を
取
り
や
め
、
西
側
か
ら
直
接
大
天
守
に
入
る
計

画
図
（「
名
古
屋
城
普
請
町
塲
請
取
絵
図
」
徳
川
美
術
館
蔵
他
）、
④
大
天
守
の
北
側

と
西
側
を
現
状
の
よ
う
に
堀
と
す
る
が
、
南
の
小
天
守
に
は
南
側
の
登
り
段
を
経
て

西
よ
り
入
る
計
画
図
（「
な
こ
や
御
城
之
指
図
」
中
井
正
知
氏
・
中
井
正
純
氏
蔵
）
と
、

⑤
現
況
図
で
あ
る
。
令
和
元
年
（
二
〇
一
九
）
に
及
川
亘
氏
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た

「
名
古
屋
御
城
石
垣
絵
図
」（
靖
國
神
社
遊
就
館
蔵
・
以
下
「
本
図
」
と
い
う（

１
）。）
は
、

③
の
図
の
原
本
と
確
認
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
五
種
類
の
中
で
魅
力
的
な
図
は
①
の
西
小
天
守
を
描
く
図
で
あ
る
。
現
在
の

大
天
守
台
西
側
最
上
部
に
も
開
口
部
を
塞
い
だ
跡
（
図
１
）
が
あ
り
、
古
く
よ
り
西

小
天
守
へ
の
接
続
部
を
塞
い
だ
跡
と
言
わ
れ
て
い
た（

２
）。

宝
暦
の
大
修
理
時
の
石
垣
積

み
直
し
仕
様
書
と
も
い
う
べ
き
「
御
天
守
御
修
復
取
掛
り
ゟ
惣
出
来
迄
仕
様
之
大
法
」

（
宮
内
庁
宮
内
公
文
書
館
蔵
）
に
も
、「
西
側
御
石
垣
切
抜
之
所
」
と
明
記
さ
れ
て
い

る
た
め
、築
城
時
よ
り
こ
の
開
口
部
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。こ
の
時
、

西
側
の
石
垣
は
ほ
ぼ
全
面
積
み
直
し
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
元
の
開
口
部
を
復
元
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
何
か
意
味
の
あ
る
箇
所
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。図 1　小天守開口部

　　　（点線は筆者加筆）

③形態 ②形態 ①形態

⑤形態 ④形態
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机
上
案
の
み
の
西
天
守

　

た
だ
し
、
こ
の
西
小
天
守
案
は
机
上
案
だ
け
で
終
わ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

ど
の
よ
う
な
図
面
が
引
か
れ
よ
う
と
も
、
そ
の
図
面
に
あ
る
石
垣
を
築
く
丁
場
割
が

さ
れ
な
い
限
り
、
普
請
に
は
取
り
掛
か
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
石
垣
の
根
石
置
き
が

行
わ
れ
た
の
は
、『
當
代
記
』
の
記
事
を
根
拠
と
す
れ
ば
慶
長
十
五
年
（
一
六
一
〇
）

六
月
三
日
で
あ
る
。「
細
川
忠
利
書
状 

家
老
宛
」（
松
井
文
庫
蔵
）
で
も
「
ね
石
ハ

五
月
一
日
と
被
仰
出
候
」
と
い
う
見
解
を
「
三
月
廿
二
日
」
時
点
で
示
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
や
や
当
初
予
定
よ
り
は
遅
れ
た
も
の
の
、
五
月
末
か
六
月
初
頭
に
根
石
置

き
が
あ
っ
た
と
み
て
差
し
支
え
な
い
。

　

ま
た
そ
れ
以
前
に
、
堀
が
掘
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
堀
底
よ
り
石
垣
を
積
む
こ
と

は
出
来
な
い
。
閏
二
月
十
九
日
付
の「
細
川
忠
興
書
状 

長
岡
内
膳
宛
」（『
綿
考
輯
録
』

所
収
）
に
「
な
こ
や
堀
」
の
普
請
用
人
足
と
し
て
、
美
濃
国
津
屋
の
石
切
場
に
従
事

し
て
い
る
者
を
数
日
中
に
遣
わ
せ
る
と
い
う
記
事
や
、『
當
代
記（

３
）

』
の
三
月
十
日
条

で
「
尾
州
名
小
屋
普
請
場
」
で
黒
田
家
中
と
平
岩
家
中
と
で
喧
嘩
が
あ
り
死
人
が
出

た
と
い
う
記
事
が
あ
る
こ
と
を
傍
証
と
し
て
、
堀
の
掘
削
は
慶
長
十
五
年
閏
二
月
末

か
三
月
初
旬
頃
よ
り
開
始
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、「
名
古
屋
御
城
御
普
請
衆
御
役
高
ノ
覚
」（
熊
本
大
学
蔵
）
の
記
述
よ
り

最
初
の
丁
場
割
時
期
は
四
月
十
八
日
以
降
と
確
認
で
き
る
他
、
本
図
の
製
作
時
期
を

細
川
家
普
請
奉
行
・
岡
村
半
右
衛
門
が
成
敗
さ
れ
た
五
月
十
三
日
以
降
と
す
る
木
村

慎
平
氏
の
見
解（

４
）や
第
二
章
の
及
川
亘
氏
の
見
解
が
あ
る
た
め
、
丁
場
割
以
前
よ
り
堀

の
掘
削
を
開
始
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
作
業
は
ど
の
よ
う
に
指
揮
さ
れ
た
か
の
疑

問
は
残
る
が
、い
ず
れ
に
せ
よ
掘
削
の
過
程
で
天
守
台
北
西
部
の
設
計
が
変
更
さ
れ
、

根
石
置
き
の
直
前
に
は
素
掘
り
状
態
の
堀
が
あ
ら
か
た
完
成
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　

な
お
、
丁
場
割
は
普
請
を
担
当
す
る
各
大
名
家
の
普
請
奉
行
が
署
名
す
る
③
の
形

状
で
行
わ
れ
た
わ
け
で
、
根
石
置
き
も
当
然
、
こ
の
形
状
な
い
し
は
、
設
計
変
更
後

の
形
状
で
開
始
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
③
の
縄
張
り
が
承
認
さ
れ
た
以
上
、
既
に
こ

の
時
点
で
西
小
天
守
案
が
消
え
て
い
る
限
り
、
西
小
天
守
台
が
築
か
れ
る
こ
と
は
無

い
。

設
計
変
更
の
時
期

　

次
に
大
天
守
台
と
御
深
井
丸
が
地
続
き
と
な
っ
て
い
る
③
の
案
が
、
現
行
の
よ
う

な
堀
と
な
る
計
画
変
更
を
い
つ
と
す
る
か
が
問
題
と
な
る
。
従
来
は
加
藤
清
正
に
よ

る
天
守
台
普
請
が
終
了
し
た
後
、
慶
長
十
五
年
十
月
以
降
に
前
田
利
光
（
利
常
）
に

よ
り
変
更
さ
れ
た
と
解
釈
さ
れ
て
い
た
が（

５
）、
こ
の
時
期
だ
と
矛
盾
が
生
じ
る
。
③
の

図
面
通
り
に
天
守
台
を
築
く
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
大
天
守
台
北
西
部
は
現
在
の
堀

底
ま
で
掘
り
下
げ
て
根
石
を
置
く
必
要
は
な
く
、
地
盤
が
比
較
的
安
定
す
る
地
山
を

掘
り
残
し
て
そ
こ
に
根
石
を
置
け
ば
良
い
わ
け
で
、
地
続
き
と
す
る
部
分
を
わ
ざ
わ

ざ
掘
り
下
げ
、
再
度
盛
土
を
行
う
と
い
う
手
法
を
取
る
必
要
は
な
い
。

　

清
正
が
大
天
守
台
を
築
く
時
点
で
、
現
況
の
堀
の
形
態
に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
、

根
石
置
き
を
や
り
直
す
必
要
が
生
じ
て
し
ま
う
。
③
の
図
面
は
、
丁
場
割
後
に
極
め

て
短
期
間
内
に
修
正
さ
れ
た
と
す
べ
き
か
、
あ
る
い
は
本
図
を
基
に
丁
場
割
を
す
る

時
点
で
設
計
変
更
が
ほ
ぼ
決
ま
っ
て
い
た
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ゆ
え
に
、
現
在
の

大
天
守
台
下
部
の
形
状
は
、
前
田
利
光
（
利
常
）
に
よ
る
修
正
で
は
な
く
、
清
正
に

よ
る
普
請
の
形
状
と
み
な
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
、
西
側
か
ら
大
天

守
へ
侵
入
す
る
計
画
が
消
滅
し
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
大
天
守
台
を
築
い
た
者
が

わ
ざ
わ
ざ
大
天
守
台
西
側
上
部
に
開
口
部
を
設
け
た
こ
と
に
な
る
。

　

さ
ら
に
奇
妙
な
こ
と
に
、
令
和
二
年
（
二
〇
二
〇
）
十
一
月
か
ら
の
大
天
守
台
西
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側
内
堀
底
の
発
掘
で
、
ほ
ぼ
堀
幅
と
同
じ
東
西
方
向
の
石
列
が
、
図
２
の
よ
う
に
南

北
に
約
二
十
五
メ
ー
ト
ル
の
幅
を
も
っ
て
検
出
さ
れ
た
。
北
側
の
石
列
は
北
に
面
を

持
ち
、
南
側
の
石
列
は
南
に
面
を
持
つ
こ
と
か
ら
、
こ
の
二
つ
の
石
列
は
相
対
し
て

一
つ
の
構
造
物
を
構
成
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
も
の
の
、
現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
図

面
の
い
ず
れ
に
も
類
す
る
構
造
物
な
い
し
空
間
は
な
い
。

　

③
の
計
画
図
が
あ
る
程
度
実
行
さ
れ
た
遺
構
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
が
、
北
側

に
も
石
列
が
検
出
さ
れ
た
こ
と
を
説
明
で
き
な
い
。
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
は
、
南

北
の
石
列
が
大
天
守
台
西
側
開
口
部
（
図
２
で
は
「
切
り
欠
き
部
分
」
と
表
記
。）

を
中
心
軸
と
す
る
配
置
か
ら
、
こ
の
開
口
部
を
生
か
し
た
別
の
縄
張
り
計
画
が
あ
っ

た
と
い
う
仮
説
だ
が
、
こ
れ
は
憶
測
の
域
を
出
な
い
た
め
、
一
つ
の
可
能
性
と
し
て

提
示
す
る
に
留
め
る
。

計
画
さ
れ
た
桝
形
案

　

最
後
に
本
図
の
興
味
深
い
事
例
を
紹
介
す
る
。
本
図
で
は
大
天
守
台
北
西
部
の
地

続
き
部
分
は
何
も
無
い
状
態
と
な
っ
て
い
る
が
、
よ
く
観
察
す
る
と
ヘ
ラ
に
よ
る
圧

痕
線
が
確
認
で
き
る
。
現
状
で
は
図
３
の
よ
う
に
堀
に
か
か
る
部
分
に
北
側
に
開
口

し
た
桝
形
が
現
れ
る
。
つ
ま
り
、
少
な
く
と
も
本
図
を
製
作
し
た
時
点
で
は
、
②
の

形
態
に
近
い
計
画
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
②
の
形
態
は
、
十
八
世
紀
以
降
の
写
図
で
し
か
確
認
で
き
な
い
た
め
、

後
世
の
創
作
図
と
考
え
る
向
き
も
あ
っ
た
が
、
逆
に
防
御
が
手
薄
と
な
る
③
の
形
態

が
存
在
し
な
か
っ
た
可
能
性
が
出
て
く
る
。
本
図
は
貼
絵
図
で
あ
る
た
め
、
設
計
変

更
が
生
じ
た
場
合
、
貼
ら
れ
た
色
紙
を
は
が
せ
ば
図
面
の
修
正
が
容
易
と
い
う
利
点

を
持
つ
。

図 2　大天守台西側内堀発掘調査図
・遺構面オルソ写真　

図 3　「名古屋御城石垣絵図」（靖國神社遊就館蔵）おける大天守台
北西部の圧痕線（点線は筆者加筆）　　　　　　　　　
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地
続
き
部
分
東
側
の
堀
際
に
石
垣
を
表
す
色
紙
が
残
る
も
の
の
、
そ
の
他
の
部
分

に
色
紙
の
痕
跡
は
な
く
、
意
図
的
に
は
が
し
た
の
か
、
自
然
剥
離
か
は
判
断
で
き
な

い
が
、
実
際
に
計
画
変
更
を
し
て
い
る
現
状
で
み
る
な
ら
ば
、
あ
る
時
点
で
意
図
的

に
は
が
し
た
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。
後
世
の
写
図
は
こ
の
部
分
を
読
み
取
れ
な
か
っ

た
た
め
、
何
も
無
い
地
続
き
の
空
間
と
し
て
描
い
て
し
ま
っ
た
だ
け
で
、
大
天
守
台

北
西
部
の
計
画
変
更
は
、小
天
守
か
ら
桝
形
、そ
し
て
堀
へ
と
い
う
三
段
階
の
み
だ
っ

た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
桝
形
空
間
を
取
り
や
め
た
時
点
で
何
も
無
い
地
続
き
の
空
間
を
造
る
と

い
う
構
想
自
体
が
無
く
な
り
、
堀
に
す
る
と
い
う
計
画
に
直
ち
に
切
り
替
え
ら
れ
た

と
思
わ
れ
る
。
丁
場
割
を
す
る
時
点
で
既
に
こ
の
計
画
は
放
棄
さ
れ
て
い
た
と
考
え

る
方
が
、こ
の
部
分
に
諸
大
名
の
普
請
奉
行
の
署
名
が
無
い
こ
と
の
説
明
に
は
な
る
。

天
守
台
周
辺
の
変
遷
を
示
す
図
は
五
種
類
確
認
で
き
る
が
、
少
な
く
と
も
天
守
台
周

辺
で
計
画
変
更
が
行
わ
れ
た
の
は
、
実
際
に
西
側
へ
の
開
口
部
が
確
認
さ
れ
た
（
図

４
）
南
側
小
天
守
入
口
部
分
の
変
更
の
み
で
、
天
守
台
北
西
部
の
異
な
る
形
状
図
面

は
、
机
上
案
の
み
で
終
わ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

　

た
だ
し
、
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
大
天
守
台
西
側
石
垣
の
開
口
部
と
、
内
堀
で

確
認
さ
れ
た
石
列
の
意
図
が
説
明
で
き
な
い
。
堀
と
す
る
以
前
に
、
大
天
守
台
と
御

深
井
丸
の
間
に
土
橋
状
の
空
間
を
建
設
す
る
計
画
が
あ
っ
た
と
憶
測
す
る
の
は
簡
単

だ
が
、
残
存
す
る
図
面
や
史
料
で
は
裏
付
け
が
取
れ
ず
、
発
掘
調
査
の
限
界
が
あ
る

た
め
、
後
考
を
待
つ
こ
と
と
す
る
。

註（
１
）
及
川
亘
「
靖
國
神
社
遊
就
館
所
蔵
『
名
古
屋
御
城
石
垣
絵
図
』
に
つ
い
て
」（『
東
京
大
学

史
料
編
纂
所
附
属 

画
像
史
料
解
析
セ
ン
タ
ー
通
信
』
第
８
７
号
、
二
〇
一
九
年
）。

（
２
）
名
古
屋
市
編
『
名
古
屋
城
史
』（
名
古
屋
市
役
所
、
一
九
五
九
年
）。

（
３
）『
當
代
記 

駿
府
記
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
九
五
年
）。

（
４
）
名
古
屋
城
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー
編
『
西
の
丸
御
蔵
城
宝
館
開
館
記
念
特
別
展 

名
古
屋
城
誕

生
！
』（
名
古
屋
城
総
合
事
務
所
、
二
〇
二
一
年
）。

（
５
）
高
田
祐
吉
『
名
古
屋
城
―
石
垣
刻
印
が
明
か
す
築
城
秘
話
―
』（
文
化
財
叢
書
第
九
五
号
、

財
団
法
人
名
古
屋
城
振
興
協
会
、
二
〇
〇
一
年
）。

図 4　小天守再建中に発見された西側開口箇所写真
名古屋城総合事務所蔵　　　　　　　


